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重要事項説明書 

１ 事業者および事業所の概要 
事 業 者 名 称 株式会社 AT 

主たる事務所の

所 在 地 

〒211-0063 

神奈川県川崎市中原区小杉町 1-403 

武蔵小杉タワープレイス 14 階 

法 人 種 別 営利法人 

代 表 者 名 津田 篤志 

設 立 年 月 日 平成 23 年 2 月 16 日 

 

【 神奈川エリア 】 

事 業 所 名 称 指定相談支援アットコレット小田急相模原 

所 在 地 
〒252-0314 

神奈川県相模原市南区南台 3-16-17 ハーヴェスト南台 101 

事業所指定番号 1472612256 

管 理 者 名 中川 らんこ 

電 話 番 号 042-702-9537 

F A X 番 号 042-702-9389 

通常の実施地域 神奈川県・東京都 

 

事業所の職員体制等（居宅介護支援サービス・介護予防サービス支援） 

1．職員体制 

管理者、介護支援専門員が在籍しており、サービスを提供いたします。 

職種 人員 

管理者 1 名 

介護支援専門員 1 名以上 

2．営業日および時間 

区分 平日 土曜日・日曜日・祝祭日 

営業時間 9：００～18：００ 休日 

（注1） 年末年始（12/29～1/3）は「休日」扱いとなります。 

（注2） 利用者様の病状や経過により休日対応させていただく事があります。 

 

２ 事業の目的と運営の方針 
＊居宅サービス計画・介護予防サービス計画（以下「ケアプラン」という） 

事 業 の 目 的 

事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者、老化に伴い介

護が必要な者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがってケアプラン

作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービ

ス提供事業所との連絡調整その他の便宜を図ります。 

運 営 の 方 針 

事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護、要支援状態であって

も可能な限りその居宅においてその有する能力に応じて自立した日

常生活を営むことができるよう公正中立な居宅支援を行います。 
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３ 利用料金 

＊利用料（ケアプラン作成料） 

居宅介護支援、介護予防サービス支援の提供を受けた方は、介護保険から全額給付
されるので、自己負担はありません。並びに、事業者が法定代理受領を行う時は、
利用者から利用料を徴収しません。 
ただし、保険料の滞納により法定代理受理が出来なくなった場合は、１か月につき
要介護、要支援に応じて、下記の料金をいただきます。 
 
居宅介護支援利用料 

名称・条件 要介護 1・2 要介護 3・4・5 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅰ）  
45 件未満 

11,772 円 15,295 円 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅱ）  
45 件以上 60 件未満 

5,896 円 7,631 円 

居宅介護支援費Ⅰ（ⅲ）  
60 件以上 

3,533 円 4,574 円 

 
各種加算 

初回加算 3,252 円 

特定事業所加算（Ⅰ） 5,625 円 

特定事業所加算（Ⅱ） 4,563 円 

特定事業所加算（Ⅲ） 3,501 円 

特定事業所加算（Ａ） 1,235 円 

特定事業所医療介護連携加算 1,355 円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 2,710 円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 2,168 円 

通院時情報連携加算 542 円 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 

ロ 

4,878 円 
6,504 円 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 

ロ 

6,504 円 
8,130 円 

退院・退所加算（Ⅲ） 9,756 円 

緊急時等居宅カンファレンス加算 2,168 円 

ターミナルケアマネジメント加算  4,336 円 

 
介護予防支援利用料 

名称・条件 要支援１・２ 

指定居宅介護支援事業所が 
行う場合 

5,116 円 

初回加算 3,252 円 

 

※相模原市（4 級地：1 単位 ＝ 10.84 円） 

 

 

 



5 

 

 

４ 苦情相談の窓口 

1．苦情の原因の把握 

・苦情があった場合は、ただちに担当者（管理者）が相手方に連絡をとり、詳しい状

況を聞くとともに、事情を確認する。 

2．苦情の対応と対処法、困難時の対応、再発防止に向けての対策 

・苦情の内容によっては、当該利用者の担当と連絡を取り、利用者宅へ訪問し、迅速

に対応を行う。 

・市区町村、各関係機関へ報告するなど事実の解決を図る。 

・利用者の立場を考慮しながら事業者側の責任者に事実関係の特定を慎重に行う。 

・苦情の内容については、サービス担当者会議での報告を行い、再発防止に役立てる

ため対応方針を策定する。 

・苦情内容について改善されない場合は、利用者の意向を踏まえて他の事業者の紹介

を行う。 

・苦情の内容の記録を台帳に保管し再発の予防に努める。 

 

当事業所管理者：中川 らんこ TEL：042-702-9537 

相模原市役所 健康福祉局 福祉基盤課 TEL：042-769-9226 

神奈川県国民健康保険連合会 苦情相談窓口 TEL：045-329-3447 

 

５ 事故発生時・緊急時の対応方法 

事業者は、利用者に対する居宅介護支援サービス、介護予防支援サービスにより事故が

発生した場合には、速やかに市区町村、緊急連絡先、他サービス事業者へ連絡を行うとと

もに必要な措置を講じ管理者へ報告します。 

 

６ 公正中立の確保について 

利用者様が居宅サービス提供を希望される場合には、居宅サービスに位置付ける居宅サ

ービス事業所について複数の事業所を求めることが可能であり、当該事業所を居宅サービ

スに位置付けた理由を求めることが可能です。 

前 6 か月、当事業所における、ケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着通所介護、

福祉用具貸与の各サービス割合と同一事業所によって提供されたものが占める割合は次の

通り。 
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居宅サービス計画の状況 

（1）該当期間 

☑ 前期 （2025 年 3 月 1 日 ～ 2025 年 8 月末）  特記： 

☐ 後期 （2025 年 9 月 1 日 ～ 2026 年 2 月末）  特記： 

 

（2）前６ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等(※)各サービスの利用割合 

サービス名 割合 

訪問介護 43.3％ 

通所介護 14.2％ 

地域密着型通所介護 6.5％ 

福祉用具貸与 87.8％ 

(※)訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与を示す。 

 

（3）前６ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等各サービスの同一事業所に

よって提供されたものの割合（上位３事業所） 

 

（訪問介護） 

サービス事業所名 割合 

指定訪問介護アットプレオ光が丘 84.4％ 

訪問介護ステーション Coo 2.5％ 

ハートケアステーション・コスモス 2.5％ 

 

（通所介護） 

サービス事業所名 割合 

やまと笑楽庵 19.7％ 

すきっぷコンパスウォークデイサービス 15.7％ 

つきみ野かりん 14.4％ 

 

（地域密着型通所介護） 

サービス事業所名 割合 

樹楽 相模大野 17.1％ 

レコードブック座間中宿 17.1％ 

相模原デイサービス南台 17.1％ 

 

（福祉用具貸与） 

サービス事業所名 割合 

指定福祉用具アットキュア 76.1％ 

株式会社 ヤマシタ大和営業所 5.5％ 

メディケアセンター相模原 4.6％ 
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７ 入院時の連携促進 

指定居宅介護支援事業所と入院先医療機関との早期からの連携を促進する観点から、利

用者が病院又は診療所へ入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の氏名及

び連絡先を当該病院又は診療所にお伝えいただくようご協力願います。 

 

８ 医療機関との情報連携の強化 

医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメントの実施やケアマネジメントの質の

向上を進める観点から、利用者が医療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門

員が同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うこと

があります。 

 

９ ターミナルケアマネジメント 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者が、死

亡日前 14 日以内に 2 日以上本人や家族の同意を得て居宅に訪問してアセスメントを行

い、主治医の医師及び居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者に提供致します。 

 

１０ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング 

複数の要件を満たした場合、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリ

ングを行うことがあります。 
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【要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明】 

利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保

険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的なケアプランの作成によりサービス

提供を行う際の説明を行います。 

 

1．提供する居宅介護支援、介護予防支援について 

・利用者が要介護認定までに、居宅介護サービス、介護予防サービスの提供を希望さ

れる場合には、この契約の締結後迅速にケアプランを作成し、利用者にとって必要

な居宅サービス、介護予防サービスの提供のための支援を行います。 

・ケアプランの作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過

剰な居宅サービス、介護予防サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら

計画の作成に努めます。 

・作成したケアプランについては、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直し

を行います。 

 

2．要介護認定後の契約の継続について 

・認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、

利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合は、契

約を終了し、解約料はいただきません。 

・利用者から解約の申入れがない場合は、契約を継続いたします。これに定める内容

については終了することとなります。 

 

3．認定の結果、自立（非該当）となった場合の利用料について 

・認定等の結果、自立（非該当）となった場合は、サービス料金についても変更があ

ります。 

 

4．注意事項 

要介護認定の結果、自立（非該当）となった場合の利用料について 

・認定の結果、自立（非該当）となった場合には、認定前に提供された居宅介護、介

護予防に関する利用料は、原則的にご利用者様にご負担いただくことになります。 

・認定の結果、認定前に提供されたサービス内容が、認定結果後に区分支給限度額を

上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この

場合は、保険給付されないサービスに関する費用の全額をご利用者様に負担いただ

くことになります。 
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居宅介護支援サービス・介護予防支援サービス契約書 

 説明日 令和  年  月  日 

第 1 条（契約の目的） 

事業者は、利用者の委託を受けて、介護保険法等関連法令及びこの契約書に従い、利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した生活を営むことのできるよう、利

用者に対し、適切なケアプランを作成し、かつ、居宅サービスの提供が確保されるよう居宅サー

ビス事業所、その他の事業者、関連機関との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

 

第 2 条（契約期間） 

契約期間は 令和  年   月   日から保険証の有効期間までとし、利用者から更新拒

絶の意思表示がない場合は、契約は自動更新されるものとします。ただし第 12 条に定める契約

の終了行為があった場合は、その定める日までとします。 

（1） 上記契約期間満了日の３０日以上前に利用者から更新拒絶の申し出がない場合、事業者は

利用者に対し、更新時点での利用者の状態を確認したうえで、契約更新の意思を確認の

上、本契約と同一内容にて更新するものとします。 

（2） 利用者から更新拒絶の意思が表示された場合は、事業者は、他の業者を紹介するなど、必

要な措置を取ります。 

 

第 3 条（利用者の権利） 

利用者は、事業者によるサービス提供で利用者の意思が最大限に尊重され、プライバシー、個

人情報が十分保護されます。 

（1）利用者は居宅介護支援、介護予防サービス支援の作成にあたっては利用者の意思の尊重の一

環として利用者の家族歴、生活歴、病歴、職歴等を聴取されることに同意し、利用者の自立

した日常生活が可能になるよう求める権利を有します。 

 

第 4 条（介護支援専門員） 

事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命します。 

また、介護支援専門員は利用者の身元保証人、なんらかの保証人になりえることはできません。 

 

第５条（ケアプラン作成の支援） 

事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、ケアプランの作成を支援します。 

（1） 利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握し

ます。 

（2） 当該地域における指定居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正

に利用者及びその家族に提供し、利用者に複数の事業所の紹介を求めることが可能であるこ

と、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能である旨の説明を行い、サ

ービスの選択を求めます。 

（3） 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ

ケアプランの原案を作成します。 

（4） ケアプランの原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを

区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者

から文書による同意を受けて交付します。（各事業所と自宅等でサービス担当者会議を行うこ

ともあります。） 

（5） 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合には、主治医等の意見を求め、その指示が

ある場合には、これに従うこと。 

（6） その他、利用者及び家族の希望をできる限り尊重すること。 

（7） 居宅介護支援については、月１回以上居宅を訪問し、介護予防支援については、３か月に１回

以上居宅を訪問し、利用者又はその家族の状態を把握し希望を踏まえつつ、公正中立にケアマ

ネジメントを行います。 
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第 6 条（ケアプランの変更） 

利用者がケアプランの変更を希望した場合、または事業者がケアプランの変更が必要と判断し

た場合は、事業者と利用者双方の合意をもって、再評価を行い、計画の変更、要介護認定区分の

変更申請、関連事業者に連絡するなど必要な援助を行います。 

 

第 7 条（要介護認定等の申請に係る援助） 

1．事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に

行えるよう利用者を援助します。 

2．事業者は、利用者が要介護（支援）認定（区分の変更を含む。）を受けていない場合、利用者

の意思を踏まえて、速やかに要介護（支援）の申請が行われるよう要介護認定等の申請を利用

者に代行することもできます。 

 

第 8 条（施設入所への支援） 

事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設

の紹介その他の支援をします。 

 

第 9 条（サービス提供の記録等） 

1．事業者は、サービスを提供した際に、介護、支援の提供に関する記録に必要事項を記入し、利

用者の確認を受けることとします。 

また、記録を作成後、これをこの契約終了後 5 年間適正に保管します。 

2．利用者は、事業所の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第１項のサービス実施

記録を閲覧し、もしくは複写物の交付を受けることができます。 

 

第 10 条（給付管理） 

事業者は、ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理を作成し、国民健康保険団体連合会

に提出します。尚、年に一度介護サービス情報の公表制度を利用してサービスの見直しを行います。 

 

第 11 条（利用者負担金及びその滞納） 

サービスに対する利用者負担金は、介護保険に基づいて決められているものであり、契約期間

中に変更になった場合は、改定後の金額が適応されます。 

 

第 12 条（契約の終了） 

（利用者の解除権） 

利用者は希望により、いつでもこの契約を解除することができます。 

この場合には、１カ月以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解

約されます。 

（事業者の解除権） 

事業者は、利用者の著しい不信行為により契約の継続が困難となった場合や、事業の安定的な

運営が困難となった場合等（１カ月以上の予告期間をもって）以下の事項に該当する場合には本

契約を解除することができます。 

（1） 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは居宅介護支援専門員の生命・身体・財物・

信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改

善が見込めない場合 

（2） 利用者が通常の事業の実施地域外に転居した場合 

（3） 利用者が長期間入所した場合 

（4） 利用者が死亡した場合 

この場合は担当介護支援専門員と協議のうえ、必要な情報を提供させて頂きます。 

また、長期の入院・入所となった場合には一旦契約を解除させていただき、再開の際は再契約

とさていただく場合があります。 

（主治医の指示による終了） 

主治医より終了の指示があった場合この契約は解除させていただきます。 
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第 13 条（損害賠償責任） 

1．事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に

生じた損害について、その損害を加入している保険の保障内容において賠償します。第 14 条

に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、利用者に故意または過失が認めら

れる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときに限り、損害賠

償責任を減じることができるものとします。 

2．事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 

3．事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、賠償責任を負いません。とりわけ利用者の故

意または過失により損害が発生した場合、利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサ

ービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合には、事業者は損害賠償責

任を免れます。 

 

第 14 条（個人情報保護） 

1．事業者は、サービスを提供する上に知り得た利用者や家族に関する個人情報については、利用

者または第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合を除いて、契約中及

び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

2．守秘義務は契約終了後も同様であり、また、事業者の従業員のみに限らず従業員であった者に

ついても本条に規定する義務が及びます。 

3．事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、

情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意と

みなします。 

4．第１項の規定にかかわらず、事業者は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律（いわゆる「高齢者虐待防止法」）に定める通報をなすことができるものとし、その

場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

第 15 条（身分証携行義務） 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者や利用者家族から提示を求

められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

第 16 条（反社会的勢力の排除） 

1．事業者およびご利用者様は、相手方に対して、本契約が締結された日および将来にわたり、自

己または自己の役員および従業員が次の各号に該当する者または団体（以下、「反社会的勢

力」という。）に該当しないことを表明し、保証します。 

 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、政治活動、社会運動等標ぼ

うゴロ、特殊知能暴力集団等、反社会的勢力共生者。 

2．事業者およびご利用者様は、合理的理由に基づき相手方が次の各号に該当すると判断した場

合、何らの催告なしに本契約を解除することができます。 

 （1）反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であった場合。 

 （2）自らまたは第三者を利用して、相手方に対して以下の行為を行った場合。 

 ① 違法なあるいは相当性を欠く不当な要求 

 ② 有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為 

 ③ 情報誌の購買など執拗に取引を強要する行為 

 ④ 被害者団体など属性の偽装による相手方への要求行為 

 ⑤ その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為 

 （3）相手方に対して自身が反社会的勢力である、または関係者である旨を伝えるなどした場合。 

3．事業者およびご利用者様は、前項により本契約を解除したことにより相手方に損害が生じたと

しても、一切の損害賠償を負いません。 

 

第 17 条（善管注意義務） 

事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の

注意をもってその業務を遂行します。 
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第 18 条（本契約に定めのない事項） 

1．事業者と利用者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。 

2．本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双

方が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

第 19 条（裁判管轄） 

事業者と利用者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する

裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。 

 

第 20 条（虐待防止） 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を 防止

するため、下記の措置を講じます。 

（1） 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催。 

（2） 虐待防止のための指針の整備。 

（3） 虐待防止のための研修の定期的な実施。 

（4） 虐待防止のための担当者の選任。 

担当者：中川 らんこ 

 

第 21 条（感染症及びまん延防止） 

事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

（1） 担当職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（2） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね

6 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。 

（3） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（4） 従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

第 22 条（業務継続に向けた取り組み） 

感染症、非常災害の発生時において、利用者が居宅介護支援、介護予防支援の提供を継続的に

受けられるよう、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため、下記の措置を講じます。 

（1） 業務継続計画の策定。 

（2） 業務継続計画に従い必要な措置を実施。 

（3） 業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施。 

 

第 23 条（提供するサービスの第三者評価実施状況） 

当事業者は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。 
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 秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家

族に関する秘密の

保持について 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関

する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライ

ン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で

知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三

者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了

した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなく

なった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者

との雇用契約の内容とします。 

個人情報の保護 

について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービ

ス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。

また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意

を得ない限り、担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用

いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる

記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、

善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三

者への漏洩を防止するものとします。 

③ 管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を

開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削

除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達

成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際

して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。） 
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個人情報使用同意書 
私（利用者）、及びその家族の個人情報については、以下に記載するとおり必要最小限の範囲

内で使用することに同意します。 

 

記 

 

1．使用する目的 

（1）サービスに対して行う保険者への明細書提出等請求事務及びサービスに付随する医療機関及

び行政機関への届出や申請などについて私の代わりに手続きを行うため。 

（2）サービス提供するために実施されるサービス担当者会議及び関係職種との連絡調整等におい

て必要な場合。 

（3）ケアプラン作成にあたって、医師その他関係者への連絡調整等。 

（4）ご家族等への利用者の心身の状況及びサービスの利用状況の説明。 

（5）その他、利用者が利用するサービスの提供に必要な事項。 

 

2．使用する事業者の範囲 

（1）利用者が提供を受けているすべての医療機関、サービス事業所。 

（2）行政窓口等関係機関。 

 

3．使用する期間 

  契約で定める期間。 

 

4．条件 

  個人情報の提供は必要最小限とし、提供に当たっては関係者以外の者に漏れることの無い

よう細心の注意を払うこと。 

 

5．個人情報の内容 

  氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況など、サービスを提供するために必要な利用者や

家族個人に関する情報。 

  ※「個人情報」とは、利用者個人及びその家族に関する情報であって、 

    特定の個人が識別され、又は識別され得る肖像権を含むものをいいます。 

 

6．その他 

  事業者は、個人情報保護法に準拠し、個人情報を保護するためのしくみをつくりその実践

に努め、個人情報保護活動を行います。 
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私は、株式会社 AT が          様（以下、「ご利用者様本人」といいます。）への

サービスの提供・主治医および医療機関との連携の過程、又サービス担当者会議において、緊急

時のご利用者様本人以外の連絡先として、私の連絡先等をご利用者様本人の契約の有効期間中用

いることに同意します。また個人情報を使用することに同意します。 

 

（ご利用者様本人） 

住 所 〒    - 

        

       

 

氏 名 

       

 

代筆者 

       

 

 

 

（第一連絡先） 

住 所 〒    -                       

       

       

 

氏 名                          続柄：      

   

 

連絡先（電話番号）                    

     

 

 

 

（第二連絡先） 

住 所 〒    - 

      

      

 

氏 名                         続柄：      

       

 

連絡先（電話番号）                       
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・事業者は、居宅介護支援サービス、介護予防支援サービスの提供に当たり、利用者もしくは家族

に対して本書面に基づいて重要事項、個人情報に関する取扱いについて説明しました。 

・サービスの契約に当たり、本書に基づいて重要事項の説明を受け、同意しました。 

・利用契約書の説明を受け、内容に同意しました。 

 

前記の契約を証するため、本書二通を作成し、利用者、事業者が署名の上、一通ずつ保有するも

のとします。 

 

私は、以上の契約の内容および重要事項、利用料金、追加サービスの確認、個人情報使用同意書

等について指定相談支援アットコレット小田急相模原より説明を受け、内容を確認しました。 

 

契約締結日  令和   年   月   日 

 

利 

用 

者 

氏名  

代筆者氏名  続柄：       

住所 

〒    - 

 

 

電話番号  

 

当事業者は、指定居宅介護支援事業者として、以上の契約の内容及び重要事項、利用料金等につ

いて利用者へ説明しました。当事業者は、利用者の申し込みを受諾し、この契約書に定めるサービ

スを誠実に責任もって行います。 

 

事 

業 

者 

事業者名称 
株式会社 AT 

（代表者） 代表取締役 津田 篤志 

担当事業所 

指定相談支援アットコレット小田急相模原 

（説明者）  

                     

住所 

〒252-0314 

神奈川県相模原市南区南台 3-16-17 

ハーヴェスト南台 101 

電話番号 042-702-9537 

FAX 番号 042-702-9389 

 


